
小国町有料広告掲載の取扱いに関する規程 
 

(趣旨) 

第1条 この規程は、町が募集する有料の広告枠に広告を掲載する場合の取扱いに関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

(掲載の対象) 

第2条 町が広告の掲載を募集するもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げると

おりとする。 

(1)  広報おぐに 

(2)  町のホームページ 

(3)  その他町長が認めるもの 

 

 (掲載の基準) 

第3条 町長は、広告の掲載に係る本町の信頼性及び公平性を保つため、掲載の基準を

別に定める。 

 

 (広告の規格等) 

第4条 掲載を募集する広告枠の規格、位置及び枠数、掲載の期限、作成方法、広告掲

載料その他広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

(掲載の募集) 

第5条 広告の掲載の募集は、広報おぐに、町のホームページ等により前条の規定によ

り定めた事項を明示して行う。 

 

(掲載の申込み) 

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、小国町広告掲載申込

書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。但し、町長が認める場合

は、申込書の提出を省略することができる。 

 

(掲載の決定等) 

第7条 町長は、広告の掲載の申込みがあったときは、掲載の申込みに係る広告の内 

容(以下「掲載内容」という。)を審査し、広告の掲載の可否を決定するものとする。 

2 町長は、掲載内容に疑義があるときは、第9条に規定する小国町広告審査委員会 

に意見を求めることができる。 

3 町長は、広告の掲載の可否の決定をしたときは、小国町広告掲載決定通知書(様式 

第2号)又は小国町広告非掲載決定通知書(様式第3号)により当該決定をした者に通知す

るものとする。 



 

 (掲載の優先順位) 

第8条 前条第1項の規定により広告の掲載の可否を決定するに当たり、1の広告枠に複

数の申込みがあるときは、次の各号に掲げる申込者に応じ、当該各号に定める順位を

付し、その順位の最も高い者を広告を掲載する者(以下「広告主」という。)として決

定するものとする。 

(1)  国、地方公共団体、公共的団体その他これらに類するもの 第1位 

(2)  本町内に事業所等を有するもの(前号に掲げるものを除く。) 第2位 

(3)  前2号のいずれにも該当しないもの 第3位 

2 前項の規定により複数の申込者に対し順位を付した場合において、最も高い順位 

を付した申込者が複数あるときは、先着順とする。 

 

(広告審査委員会) 

第9条 掲載内容が適正基準を満たしているかどうかを審査するため、小国町広告審 

査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

2 委員会は、委員長及び委員で構成する。 

3 委員長は、副町長をもって充てる。 

4 委員長に事故あるときは、総合政策課長が、その職務を代理する。  
5 委員は、総務課長、総合政策課長、町民税務課長、産業振興課長、教育振興課長を

もって充てる。 

6 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。 

 

 (委員会の会議等) 

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員に会議への出席若し

くは資料の提出を求め、又はこの者から意見若しくは説明を聴取することができる。 

3 急を要する事案で会議を開く暇がないと委員長が認めたものについては、合議によ

り審査を行い、これをもって委員会の審査に替えることができる。 

 

 (掲載料の納付) 

第11条 広告主は、町長が指定する期日までに、広告掲載料を納付しなければならな

い。 

 

(広告主の責任等) 

第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 

2 広告の作成に要する経費は、広告主の負担とする。 

 

(広告掲載の取消し) 



第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の規定による広告

の掲載の決定を取り消すことができる。 

(1) 町長が指定する日までに広告の原稿等を提出しなかったとき。 

(2) 町長が指定する日までに広告掲載料を納付しなかったとき。 

(3) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。 

 

(その他) 

第14条 この規程に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

 

附 則 

この規程は、令和3年4月1日から施行する。 


